
（公印省略） 

長福第７５９９号  

令和６年３月２８日  

 

介護保険サービス事業所 各位 

 

大分市福祉保健部長寿福祉課長  

 

減算に関する届出の留意事項について 

 

令和６年度介護報酬改定による身体拘束廃止未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減

算、業務継続計画未策定減算、栄養管理の基準を満たさない場合の減算（以下、単に「減

算」という。）については、減算が適用される場合、利用者、居宅介護支援事業者等に及

ぼす影響が大きいことから、その届出については適切な取扱いが求められます。 

この度、減算に関する届出の留意事項を下記のとおり整理しましたので参考としてくだ

さい。 

 

記 

 

１ 参考資料 

加算届、減算に関する取扱いについては次の資料をご覧ください。 

⑴介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について 

（介護保険最新情報 Vol.1214） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001227802.pdf 

⑵介護給付費算定の届出等に係る留意事項について（ＷＡＭＮＥＴ） 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/0327195945195/20240329_120.pdf

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/032720041018/20240329_208.pdf 

⑶令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日）問 164～170 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf 

 

２ 添付資料 

別紙１ 経過措置期限 

別紙２ 関連規定抜粋 

 

 



３ 留意事項 

⑴ １⑵の資料のとおり、減算については体制状況等一覧表の届出項目に記載がない場

合や、届出書の提出がない場合は「減算型」となります。 

⑵ 体制状況等一覧表の届出項目に減算項目があるサービスは、必ず項目の記載及び届

出をしてください。 

⑶ 基準型または減算型のいずれの場合も添付書類は不要です。 

⑷ 現時点で、体制状況等一覧表の届出項目に減算項目がないサービスであっても、経

過措置期限後は届出が必要となりますのでご留意ください。 

⑸ 居宅介護支援・介護予防支援については、体制状況一覧表の届出項目に高齢者虐待

防止措置未実施減算がないため、基準を満たさない場合は減算により請求してくださ

い。 

 

４ その他 

⑴ これらの減算の算定要件である運営基準は、減算規定の有無や経過措置期間に関わ

らず、介護サービス事業所が満たすべき基準であることをご留意ください。また、減

算規定が設けられていない基準であっても同様に満たす必要があることを、併せてご

留意ください。 

⑵ 個々の事業所に減算が適用されるかのお問い合わせにはお答えできませんのでご了

承ください。減算の適用については、各基準の要件である資料等の内容により判断さ

れるため、照会回答により一律的にお答えすることはできません。 

 

 

お問い合わせ 

大分市長寿福祉課事業推進担当班 

電話：０９７－５３７－５７４４ 

 



別紙１ 経過措置期限 

減算 サービス 

基準改正 報酬改正 

義務化 
経過措置 

期限 
減算規定 

経過措置 

期限 

身体拘束廃止 

未実施減算 

居住系・施設系 H30.4.1 なし H30.4.1 ●なし 

短期入所系・多機能系 R6.4.1 R7.3.31 R6.4.1 R7.3.31 

高齢者虐待防止 

措置未実施減算 

全サービス 

（医療系・福祉用具貸与・居

宅療養管理指導除く） 

R3.4.1 R6.3.31 R6.4.1 ●なし 

医療系 R6.6.1 

福祉用具貸与 R6.4.1 R9.3.31 

居宅療養管理指導 R9.3.31 なし なし 

業務継続計画 

未策定減算 

通所系・短期入所系・多機能

系・居住系・施設系 

R3.4.1 R6.3.31 R6.4.1 ▲R7.3.31 

訪問系・福祉用具貸与・介護

支援・予防支援 

R7.3.31 

通所リハビリテーション R6.6.1 ▲R7.3.31 

訪問リハビリテーション R7.3.31 

居宅療養管理指導 R9.3.31 なし なし 

栄養管理の基準

を満たさない場

合の減算 

施設系 R3.4.1 R6.3.31 R6.4.1 ●R6.3.31 

 

●は、基準を満たしていない場合、令和６年４月１日（医療系においては６月１日）からただちに減算

を適用します。 

▲は、令和７年３月３１日までの間、減算は適用しません。ただし、基準を満たしていない場合であっ

て感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない

場合は、減算を適用します。 
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別紙２ 関連規定抜粋 

 

１ 身体拘束廃止未実施減算（短期入所生活介護の抜粋） 

体制届出の名称 身体拘束廃止取組の有無 

基準省令 （指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第１２８条（略） 

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及

び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

７（略） 

解釈通知 ⑷ 指定短期入所生活介護の取扱方針 

①・②（略） 

③ 同条第４項及び第５項は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得な

い場合に身体的拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の入所者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたもの

である。また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３

つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極め

て慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。

なお、居宅基準第 139条の３第２項の規定に基づき、当該記録は、２年間保存しなけ

ればならない。 

④ 同条第６項第１号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」（以

下「身体的拘束等適正化検討委員会」という。）とは、身体的拘束等の適正化のため

の対策を検討する委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業

者より構成する場合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成

とすることが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等も考えら

れる。また、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会

議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。 

また、身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。指定短期入所生活介護

事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適

正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、

決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。具

体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記
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録するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分

析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束

等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

へ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

⑤ 指定短期入所生活介護事業者が整備する「身体的拘束等の適正化のための指針」に

は、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

⑥ 介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容と

しては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該指定短期入所生活介護事業者における指針に基づき、適正化の徹底を行うも

のとする。職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定短期入所生活介護

事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開

催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが

重要である。また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実

施は、職員研修事業所内での研修で差し支えない。 

単位数表 注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算と

して、所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

厚生労働大臣が

定める基準 

３４の３の２ 短期入所生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準 

指定居宅サービス等基準第１２８条第５項及び第６項（指定居宅サービス等基準第１

４０条の１５において準用する場合を含む。）又は第１４０条の７第７項及び第８項に

規定する基準に適合していること。 

留意事項通知 ⑹ 身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場

合ではなく、居宅サービス基準第 128条第５項の記録（同条第４項に規定する身体的拘

束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第６項に規定する措置を講じてい

ない場合に、利用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、記

録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回

以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的

拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改

善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改

善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められ

た月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 
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２ 高齢者虐待防止措置未実施減算（訪問介護の抜粋） 

体制届出の名称 高齢者虐待防止措置実施の有無 

基準省令 （虐待の防止） 

第３７条の２ 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の

各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施すること。 

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

解釈通知 (31) 虐待の防止 

居宅基準第 37 条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐

待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響

を及ぼす可能性が極めて高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を

講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等に

ついては、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17

年法律第 124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定されているところであり、

その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観

点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけなが

らサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとお

り、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業

者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等

を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる

事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措

置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望

ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への

虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪

問介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対

する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はそ

の再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第一号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した

場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む

幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定

期的に開催することが必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活

用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なもの

であることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であ

るとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設
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置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものである

が、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安

全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。

その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）

は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行

われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防

止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第二号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目

を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第三号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事

業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基

づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、

新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業

所内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第四号） 

指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲

げる措置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要である。当該担当者として

は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同

一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務につい

ては、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先

の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者

など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任するこ

と。 

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対
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策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適

切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に

実施するための担当者 

単位数表 注５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施

減算として、所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

厚生労働大臣が

定める基準 

２ 訪問介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準 

指定居宅サービス等基準第 37条の２（指定居宅サービス等基準第 39条の３において

準用する場合を含む。）に規定する基準に適合していること。 

留意事項通知 ⑽ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場

合ではなく、指定居宅サービス基準第 37条の２（指定居宅サービス等基準第 39条の３

において準用する場合を含む。）に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員に

ついて所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策

を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備して

いない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防

止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善

計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善

状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた

月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 
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３ 業務継続計画未策定減算（訪問介護の抜粋） 

体制届出の名称 業務継続計画策定の有無 

基準省令 （業務継続計画の策定等） 

第３０条の２ 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に

対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うものとする 

解釈通知 (22)業務継続計画の策定等 

① 居宅基準第 30 条の２は、指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発生した場合に

あっても、利用者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対して、必要な研修及び

訓練（シミュレーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、

業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、居宅基準第 30 条の２に基づ

き事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行

うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取

り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者

が参加できるようにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容につい

ては、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介

護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。

また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については

実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定す

ることを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定

している場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品

の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者と

の情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止

した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有す

るとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うもの

とする。職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を

開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修

の実施内容についても記録すること。 

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防

止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 
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④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速

に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災

害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものと

する。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延

の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施す

るものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

単位数表 注６ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算と

して、所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

厚生労働大臣が

定める基準 

２の２ 訪問介護費における業務継続計画未策定減算の基準指定居宅サービス等基準

第 30 条の２第１項（指定居宅サービス等基準第 39 条の３において準用する場合を

含む。）に規定する基準に適合していること 

留意事項通知 ⑾ 業務継続計画未策定減算について 

業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 30条の２第１項（指

定居宅サービス等基準第 39 条の３において準用する場合を含む。）に規定する基準を

満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初

日である場合は当該月）から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事

業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。なお、経過措置とし

て、令和７年３月 31 日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを

踏まえ、速やかに作成すること。 
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４ 栄養管理の基準を満たさない場合の減算（介護老人福祉施設の抜粋） 

体制届出の名称 栄養ケア・マネジメントの実施の有無 

基準省令 （従業者の員数） 

第２条 法第８８条第１項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員

数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が４０人を超えない指定介護老人福祉施

設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることによ

り当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、

入所者の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士又は管理栄養士を置かないことが

できる。 

四 栄養士又は管理栄養士 一以上 

（栄養管理） 

第１７条の２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自

立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的

に行わなければならない。 

解釈通知 17 栄養管理 

基準省令第 17条の２は、指定介護老人福祉施設の入所者に対する栄養管理について、

管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。

ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことがで

きる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

イ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形

態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、施

設サービス計画との整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サ

ービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えるこ

とができるものとすること。 

ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者

の栄養状態を定期的に記録すること。 

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を

見直すこと。 

ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、別途通知（「リハビリテーション・

個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）において示しているの

で、参考とされたい。 

単位数表 注６ 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日に

つき 14単位を所定単位数から減算する。 

厚生労働大臣が

定める基準 

８６の３ 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生

省告示第２１号）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービ

ス等介護給付費単位数表」という。）の介護福祉施設サービスの注６の厚生労働大臣が

定める基準 

指定介護老人福祉施設基準第２条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いてい

ること及び指定介護老人福祉施設基準第１７条の２（指定介護老人福祉施設基準第４９

条において準用する場合を含む。）に規定する基準のいずれにも適合していること。 

留意事項通知 ⑺ 栄養管理に係る減算について 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、指定介護老人福祉施設基準第２

条に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは指定介護老人福祉施設基準第 17 条の

２（指定介護老人福祉施設基準第 49条において準用する場合を含む。）に規定する基準

を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決される

に至った月まで、入所者全員について、所定単位数が減算されることとする（ただし、

翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。）。 
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５ 附則 

（業務継続計画未策定減算に係る経過措置） 

第二条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービスに要する費用の

額の算定に関する基準別表指定居宅サービス介護給付費単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単

位数表」という。）の訪問介護費のイからハまでの注６、訪問入浴介護費のイの注３、通所介護費のイから

ハまでの注３、短期入所生活介護費のイ及びロの注５、短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注６、ロ

⑴から⑸までの注６、ハ⑴から⑶までの注６及びホ⑴から⑺までの注６、特定施設入居者生活介護費のイ

からハまでの注６並びに福祉用具貸与費の注２、第四条の規定による改正後の指定居宅介護支援に要する

費用の額の算定に関する基準別表指定居宅介護支援介護給付費単位数表の居宅介護支援費のイの注４、第

五条の規定による改正後の指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表指定施設サービ

ス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」という。）の介護福祉施設サー

ビスのイ及びロの注７、介護保健施設サービスのイ及びロの注６並びに介護医療院サービスのイからヘま

での注６、第八条の規定による改正後の指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準別

表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表（以下「指定地域密着型サービス介護給付費単位数表」と

いう。）の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイからハまでの注６、夜間対応型訪問介護費のイ及びロ

の注３、地域密着型通所介護費のイからハまでの注５、認知症対応型通所介護費のイ及びロの注３、小規

模多機能型居宅介護費のイ及びロの注６、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロの注４、地域密着型特

定施設入居者生活介護費のイ及びロの注５、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニま

での注７並びに複合型サービス費のイ及びロの注６、第十条の規定による改正後の指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準別表指定介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定介護予

防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防訪問入浴介護費のイの注３、介護予防短期入所生活

介護費のイ及びロの注５、介護予防短期入所療養介護費のイ⑴及び⑵の注５、ロ⑴から⑷までの注５、ハ

⑴及び⑵の注５並びにホ⑴から⑹までの注５、介護予防特定施設入居者生活介護費のイ及びロの注４並び

に介護予防福祉用具貸与費の注２、第十三条の規定による改正後の指定地域密着型介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準別表指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表（以下「指定

地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表」という。）の介護予防認知症対応型通所介護費のイ及び

ロの注３、介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注６並びに介護予防認知症対応型共同生活介

護費のイ及びロの注４、第十五条の規定による改正後の指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関す

る基準別表指定介護予防支援介護給付費単位数表の介護予防支援費のイの注４並びに第五十七条の規定に

よる改正後の介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める

基準別表単位数表の訪問型サービス費のイ及びロの注７、通所型サービス費のイ及びロの注５並びに介護

予防ケアマネジメント費のイの注３の規定は、適用しない。 

ただし、通所介護費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、特定施設入居者生活介護費、介護福

祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、地域密着型通所介護費、認知症対応型通

所介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介

護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費、複合型サービス費、介護予防短期入所生活介護費、

介護予防短期入所療養介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介護予防認知症対応型通所介護費、

介護予防小規模多機能型居宅介護費、介護予防認知症対応型共同生活介護費又は通所型サービス費を算定

している事業所又は施設が感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画

を策定していない場合は、この限りでない。 

２ 令和七年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位数表

の訪問看護費のイからハまでの注４、訪問リハビリテーション費のイの注３並びに通所リハビリテーショ

ン費のイ及びロの注３並びに第十一条の規定による改正後の指定介護予防サービス介護給付費単位数表の

介護予防訪問看護費のイ及びロの注３、介護予防訪問リハビリテーション費のイの注３並びに介護予防通

所リハビリテーション費のイの注３の規定は、適用しない。 

ただし、通所リハビリテーション費又は介護予防通所リハビリテーション費を算定している事業所が感

染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、こ

の限りでない。 

 



10 

 

（身体拘束廃止未実施減算に係る経過措置） 

第四条 令和七年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位

数表の短期入所生活介護費のイ及びロの注３、短期入所療養介護費のイ⑴から⑶までの注４、ロ⑴から⑸

までの注４、ハ⑴から⑶までの注４及びホ⑴から⑺までの注４並びに特定施設入居者生活介護費のイから

ハまでの注４（ロ及びハに係る部分に限る。）、第八条の規定による改正後の指定地域密着型サービス介護

給付費単位数表の小規模多機能型居宅介護費のイ及びロの注４、認知症対応型共同生活介護費のイ及びロ

の注２（ロに係る部分に限る。）、地域密着型特定施設入居者生活介護費のイ及びロの注３（ロに係る部分

に限る。）並びに複合型サービス費のイ及びロの注４、第十条の規定による改正後の指定介護予防サービス

介護給付費単位数表の介護予防短期入所生活介護費のイ及びロの注３、介護予防短期入所療養介護費のイ

⑴及び⑵の注３、ロ⑴から⑷までの注３、ハ⑴及び⑵の注３並びにホ⑴から⑹までの注３並びに介護予防

特定施設入居者生活介護費のイ及びロの注２（ロに係る部分に限る。）並びに第十三条の規定による改正後

の指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防小規模多機能型居宅介護費のイ及びロ

の注４並びに介護予防認知症対応型共同生活介護費のイ及びロの注２（ロに係る部分に限る。）の規定は、

適用しない。 

 

（高齢者虐待防止措置未実施減算に係る経過措置） 

第五条 令和九年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の指定居宅サービス介護給付費単位

数表の福祉用具貸与費の注１及び第十条の規定による改正後の指定介護予防サービス介護給付費単位数表

の介護予防福祉用具貸与費の注１の規定は、適用しない。 

 

（栄養管理の基準を満たさない場合の減算に係る経過措置） 

第九条 令和六年三月三十一日までの間は、この告示による改正後の指定施設サービス等介護給付費単位数

表の介護福祉施設サービスのイ及びロの注６、介護保健施設サービスのイ及びロの注５、介護療養施設サ

ービスのイの⑴から⑷までの注９、ロの⑴及び⑵の注８並びにハの⑴から⑶までの注７並びに介護医療院

サービスのイからヘまでの注５並びにこの告示による改正後の指定地域密着型サービス介護給付費単位数

表の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費のイからニまでの注６の規定は適用しない。 

 


